
５　教育・研究等

 (1)　教育委員

  ①　都道府県・政令指定都市における教育委員
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人 人 人 ％ ％ 人 人 人 ％ ％

平成12年 239   55    184   23.0 77.0 60    14    46    23.3 76.7

平成13年 255   65    190   25.5 74.5 64    16    48    25.0 75.0

平成14年 267   71    196   26.6 73.4 69    18    51    26.1 73.9

平成15年 276   75    201   27.2 72.8 76    23    53    30.3 69.7

平成16年 277   78    199   28.2 71.8 77    24    53    31.2 68.8

平成17年 269   71    198   26.4 73.6 81    29    52    35.8 64.2

平成18年 270   74    196   27.4 72.6 87    29    58    33.3 66.7

平成19年 278   76    202   27.3 72.7 97    32    65    33.0 67.0

平成20年 280   78    202   27.9 72.1 100   30    70    30.0 70.0

平成21年 281   79    202   28.1 71.9 104   33    71    31.7 68.3

平成22年 281 82 199   29.2 70.8 111 35 76    31.5 68.5

平成23年 279 82 197   29.4 70.6 111 35 76    31.5 68.5

平成24年 280 85 195   30.4 69.6 116 41 75    35.3 64.7

平成25年 280 93 187   33.2 66.8 116 41 75    35.3 64.7

平成26年 281 91 190   32.4 67.6 117 44 73    37.6 62.4

平成27年 274 93 181   33.9 66.1 115 45 70    39.1 60.9

平成28年 260 95 165   36.5 63.5 114 46 68    40.4 59.6

平成29年 249 100 149   40.2 59.8 109 47 62    43.1 56.9

平成30年 245 103 142   42.0 58.0 106 46 60    43.4 56.6

平成31年 234 102 132   43.6 56.4 102 48 54    47.1 52.9

令和２年 238 105 133   44.1 55.9 108 49 59    45.4 54.6

令和３年 238 103 135   43.3 56.7 107 46 61    43.0 57.0

資料出所：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

（注）各年４月１日現在

　②　都道府県及び市区町村教育委員会

平成15年 17年 19年 21年 23年 25年 27年 29年 令和元年

教育委員会数 3,412 2,571 1,979 1,941 1,878 1,866 1,861 1,858 1,856

2,646 2,075 1,681 1,740 1,726 1,745 1,763 1,786 1,794

(77.5) (80.7) (84.9) (89.6) (91.9) (93.5) (94.7) (96.1) (96.7)

766 496 298 201 152 121 98 72 62

文部科学省調べ

都 道 府 県 政 令 指 定 都 市

　うち女性委員を１人以上
　含む教育委員会

　（割合）

女性の教育委員のいない教育
委員会の数

（注１）平成23年1月に、教育行政調査（平成21年度）の本報告の値が確定したことから、平成21年度の「うち女性
　　　委員を１人以上含む教育委員会（割合）」は、第３次男女共同参画基本計画公表時から改訂している。
（注２）平成27年及び平成29年は、「うち女性委員を１人以上含む教育委員会（割合）」は「うち女性委員又は女性
      教育長を含む教育委員会（割合）」、「女性の教育委員のいない教育委員会の数」は「女性の教育委員又は
　　　女性教育長のいない教育委員会の数」。
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